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 和歌山県では、和歌山市西浜地先の国有海浜地（水軒の浜）において、40 年以上続いていた家屋・住宅・車庫等の不法

占用物件の撤去指導を平成 20 年度から本格的に実施し、その跡地管理及び活用について、民間団体（「水軒の浜に松を

植える会」）とともに進めている内容を報告します。また、この取組みが、各地の不法占用の解消に役立つことを期待致し

ます。 

 

キーワード 不法占用対策、住民参加、景観再生、空き家対策 

 

 

（注）「水軒の浜」は、北側は、花王(株)和歌山工場と養翠園（紀州徳川家ゆかりの庭園）隣接地に至る国有海浜地である。 
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１ はじめに 

 
 和歌山市西浜地先にある国有海浜地「水軒の浜」は、和歌

山市を流れる紀の川の西側に位置する約４ｋｍの砂洲に江

戸中期に構築されたと言われる貴重な約１ｋｍの石積み堤

防の史跡であり、昭和 39 年に、工業団地として、海岸が埋め

立てられるまでは、白砂青松の美しい浜として、海水浴場と

して利用されるなど、市民の憩いの場として、利用されていま

した。 

 

しかしながら、埋立て後に臨港道路と臨港鉄道（電車線路）

を設置して以降、水軒の浜は、雑木に覆われ、周辺から見え

なくなってから、不法の倉庫・家屋・車庫などが設置され、不

法投棄の多い場所となり、美しい浜の姿は、徐々に消えてい

きました。平成 17 年に臨港道路の交差点改良工事に伴い、

「水軒の浜」の発掘調査を行ったところ、堤防は、江戸時代に

建設された有数の土木技術を駆使して築造された、非常に

貴重なものであることが改めて認識されました。（和歌山県

教育委員会 平成 21 年 3 月和歌山県指定史跡水軒堤防確

認調査報告書） 

 

また、和歌山県においても、平成 20 年度から、不法占用

対策を行うため、総延長１．６㌔の不法物件の調査を行い、

計２０４物件の様々な不法物件を確認しました。（図１－３，

４） 

 

 

２ 「水軒の浜に松を植える会」の活動 
 

「水軒の浜に松を植える会」（以下、「松を植える会」とい

う。）は、「水軒の浜」の区域内にある和歌山市立西浜中学校

の OB が中心となって、「松を植えること」、「健康推進」、「環

境美化」や「文化財保全」を目的に、平成 20 年１月に設立致

しました。 

理由は、平成１９年に開催した西浜中学校創立記念行事

において、かつての白砂青松のイメージを持って、「水軒の

浜」を見たところ、あまりの不法投棄の多さと不法占用の状

況について、驚いたことが理由とのことです。 

そこで、「松を植える会」では、不法投棄などの荒れた浜を

再生させるため、役員自ら、毎週二回の清掃活動を実施す

るだけで無く、年間５回程度のクリーン大作戦を実施し、更に

は、西浜中学校の生徒の課外活動として、松を植えるなど、

地域が一体となり、継続した活動が出来るような仕組みづく

りを考えて、実践しています。 
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そのような活動により、「水軒の浜」では、白砂青松の浜が

だんだんと蘇りつつあります。 

今では、延長約１．6ｋｍの範囲に 2000 本以上の松を植え、

草木の刈取りや清掃などの維持管理活動を行う他、養翠園

側から花王側まで、ウオーキングが出来る遊歩道を整備しま

した。また、他にも、小さな子どもが遊べる遊具、ドッグランや

フットサル（図２－３）など、「水軒の浜」に人が集まる環境づく

りを実施しており、かつては、見られなかったウオーキングや

フットサルをする人、ペットと遊ぶ親子連れなど、明らかに「水

軒の浜」へ訪れる人が増えており、会の目的でもある、「健康

推進」の形が具現化しつつあります。 

 

 
 

このような地道な活動の結果として、「松を植える会」は、

国土交通省から、「水軒堤防の再生」と「市民の公園の実現」

の標題にて、第２８回手づくり郷土賞（国土交通大臣）の表彰

を受けました。 
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３ 和歌山県の取組みについて 

 

① 平成 14 年度～平成 22 年度まで 

 和歌山県では、臨港道路の交差点改良（道路拡幅）のため、

「水軒の浜」にて、平成 14 年に臨港鉄道を廃止し、工事をす

るため、平成 17 年に堤防の発掘調査を行いました。 

 発掘作業と平行し、交差点工事の不法占用対策を行って

いる中、平成２０年１月、「松を植える会」が設立され、和歌山

県知事に直接、図３―①－１の内容を要望しました。 

 

 
これを受けて和歌山県では、平成２０年度（平成２１年２月）

に不法物件の調査を行い、その後、平成２１～２２年度に、

「水軒の浜」（国有海浜地）と民地との境界確定作業を行いま

した。 

また、その作業と平行し、警告看板を設置しました。 

 

 

② 平成 23 年度～現在 

境界確定後の平成 23 年度から、倒壊家屋や不法投棄の

廃棄物の処分を開始しましたが、草木に埋もれ、３０年以上

放置していた物件（例：図３－②－１）を「自己所有物だ」と主

張する人も現れるなど、当初の取組みは、大変困難な状況

でありました。 

 

 

 

 

平成 24 年度からは、行政代執行を視野に入れて、指示

書・勧告書などの行政指導を開始しました。（図３－②－２） 

また、平成 25 年度からは、「水軒の浜」に放置されていた

家屋や倉庫のうち、所有者が不明の物件に対する簡易代執

行（強制撤去）を、計９物件行いました。（図３－②－３参照） 

これは、空き家対策と併せて不法投棄をしやすい環境を

無くすことを目的としたものです。 
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簡易代執行の実施にあたっては、周辺への聞き取りや法

務局の登記簿・固定資産台帳などの公的資料の確認調査を

行った上、決定的な証拠の無い物件に対して実施します。 

調査番号「１０３」物件の簡易代執行のスケジュールを図３

－②―４に示しています。 

まず、簡易代執行を行うにあたって、一つの成功例をつく

ることが肝要と考え、この物件を抽出し、他物件に先駆けて

実施しました。 

この作業は、県の取組みを県民にご理解頂き、その効果

を高めるため、報道機関の協力を得るべく、情報提供（図３

－②―５）を徹底的に行いました。 
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その結果、多くの新聞（和歌山県版）やテレビでも取り上げら

れ、報道されています。 

 

４ 課題について 

 
下記図４－１のこれまでの取組み状況にもありますが、不

法物件の数が多いこと及び昭和 40 年頃から、平成 20 年頃

まで放置していたため、それを解消していくことがいか大変で

あることと、昭和 23 年の都市決定から実際の公園事業化

（図４－２）までに時間が掛かり過ぎていることです。 

しかし、知事は、平成 26 年 5 月 14 日の定例記者会見（図

４－３）において、「不法占拠に対しては、ルールに、従うこと「不法占拠に対しては、ルールに、従うこと「不法占拠に対しては、ルールに、従うこと「不法占拠に対しては、ルールに、従うこと

が大事が大事が大事が大事」」」」との考えを示しており、担当課として、引き続き、強

制撤去視野に、指示書・勧告書の文書の送付や掲示、個別

訪問など、地道な活動を行って参ります。 

 

 

 

 

 

５ おわりに 

 
  「水軒の浜」再生、かつての「白砂青松」の実現への進捗

は、和歌山県だけで達成出来るものでは無く、「松を植える

会」、地元自治会、報道機関等との連携が不可欠であります。

これまで、ご協力頂いた皆様へ改めて感謝の気持ちを述べ

るとともに、引き続き、公園設置に向けて、これまで以上の連

携を図りながら進めて参ります。
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